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２０１８０７１３製局第４号

平成 ３

　

０ 年 ７ 月

　

２

　

３

　

日

一般社団法人日本ジュエリー協会

　

会長

　

殿

経済産業省製造産業局長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成３０年７月１３

日付け警察庁丙組組企発第１７２号、警察庁警備局長から平成３０年７月１３

日付け警察庁丙備企発第１８６号をもって別添のとおり要請がありましたので
お知らせします。

　

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、外務大臣が平成３０年７月１３日付け
外務省告示第２４１号により、国家公安委員会委員長が平成３０年７月１３日
付け国家公安委員会告示第３２号によりタリバーン関係者等のリストの改正

（別表）を行ったところ、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９
年法律第２２号。 以下、犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わしい取引の
届出義務を徹底されたいというものです。

　

ＩＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも
留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国
が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法
律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、貴会会員に対し一層の周知徹底を
お願いいたします。
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７６５．アブドゥ′しバッタ

エブ・リンク：

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／×ｘｘｘｘ

アブドゥルバッタ・エスカロン・アブバカル（別名：（ａ）アブ

ドゥノレバッタ・アブバカル・エスカロン（ｂ）アブドウル・バ

ッタ・エスカロン・アブバカル （ｃ）アブーウル・バッタ・ア

ブ・パ力ル）

ＡＢＤＵＬＰＡＴＴＡＥＳＣＡＬＯＮＡＢＵＢＡｒ仇Ｒ（ａ．ｋ．ａ．：（ａ）Ａｂｄｕｌｐａｔｔａ

ＡｂｕｂａｋａｒＥｓｃａｌｏｎ（ｂ）ＡｂｄｕＩＰａｔｔａＥｓｃａｌｏｎＡｂｕｂａｋａｒ（ｃ）ＡｂｄｕＩ

ＰａｔｔａＡｂｕＢａｋａｒ）

称号：不明

役職：不明

生年月日：（ａ）１９６５年３月３Ｆ１（ｂ）１９６５年１月１日

（ｃ）１９６５年１月１１日

出生地：Ｔｕｂｕｒａｎ，ＢａｓｉｌａｎＰｒｏｖｉｎｃｅ，Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ

国籍：フィリピン

旅券番号：（ａ）フィリヒン旅券ＥＣ６５３０８０２（２０２１年１月

１９１１失効）（ｂ）フィリピン旅券ＥＢ２７７８５９９

＝．）番号：（ａ）サウジアラビアＩＤ番号２１３５３１４３５５（ｂ）サウ

ジアラビア［Ｄ番号２０２１１２４２１

住所：（ａ）Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ（ｂ）Ｊｅｄｄａｈ，ＳａｕｄｉＡｒａｂｉａ（以前の住

所）（ｃ）Ｄａｉｎａ，ＳａｕｄｉＡｒａｂｉａ（以前の住所）

国連制裁委員会による指定日：２０１８年６月１８日

その他の情報：イラクのアル・カーイダ（４５３．に指定した

［号を加える。］

団体）としてリストに掲載されているＩＳＩＬ（いわゆる「イスラ

ム国」）の支援者。性別は男性。同人に対するインターポール

（国際刑事警察機構） ・国連安全保障理事会特別手配者のウ

ヱブ・リンク：

ｈｔｔｐｓ：／／”ｎ｛？ｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ／ＸＸＸＸＸ



○ 国 家 公 安 委 員 会 告 示 第 三 十 二 号

次 の 国 際 テ ロ リ ス ト が 、 国 際 連 合 安 全 保 障 理 事 会 決 議 第 千 二 百 六 十 七 号 等 に よ り 設 置 さ れ た 委 員 会

の 作 成 す る 名 簿 に 記 載 さ れ た の で 、 国 際 連 合 安 全 保 障 理 事 会 決 議 第 千 二 百 六 十 七 号 等 を 踏 ま え 我 が 国

が 実 施 す る 国 際 テ ロ リ ス ト の 財 産 の 凍 結 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 百 二 十 四 号 ） 第

三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 告 示 す る 。

　

平 成 三 十 年 七 月 十 三 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

国 家 公 安 委 員 会 委 員 長
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出 生 地

　

Ｔｕｂｕｒａｎ， Ｂａｓｉｌａｌ・ Ｐｒｏｖｌｎｃｅ， Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ

　

国籍 フィリ ピン

　

旅券番号

　

（ａ）フィリ ピン旅券

　

ＥＣ６５３０８０２（２０２１年１月１９日失効） （ｂ）フィリ ピン旅券

　

ＥＢ２７７８５

９９

　

住 所

　

（ａ）Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ

　

（ｂ）Ｊｅｄｄａｈ， Ｓａｕｄｉ

　

Ａｒａｂｉａ （以前の住所） （ｃ）Ｄａｉｎａ， ｓａｕｄｉＡｒａｂｉａ （以

前の住所）

　

名簿に記載された年月日

　

２０１８年６月１８日

　

名簿記載者公告番号

　

Ｑエー２８６

　

その他参考となるべき事項

　

イラクのアル・カーイダ （ＱＥ‐４８） としてリストに掲載されているＩ

ＳＩＬ（いわゆる 「イスラム国」）の支援者。 性別は男性。ＩＤ番号：（ａ）サウジアラビアＩＤ番号２１３５３１４３

５５

　

・（ｂ）サウジアラビアＩＤ番号２０２１１２４２１。 同人に対するインターポール （国際刑事警察機構）・国

連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リ ンク：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ，ｉｎｔ／ｅｎ／ｎｏｔｉｃｅ／ｓｅａｒｃｈ／ｕｎ

／ＸＸＸＸＸ


